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委員および一般からのご意見 

 

①委員から流域委員会への意見、指摘（2006/7/6～2006/10/7 前回委員会以降） 

委員からの意見はありませんでした。 

 

②一般からの流域委員会へのご意見、ご指摘（2006/7/6～2006/10/9 前回委員会以降） 

No. 発言者・所属等 受取日 内 容 
718 細川ゆう子氏 06/10/9 淀川流域委ウォッチャーズ№8(061010版)｢やっと築いた信

頼関係を壊さないでね！｣が寄せられました。別紙718-1を

ご参照下さい。 

717 自然愛・環境問題研
究所 総括研究員 

浅野隆彦氏 

06/10/7 「『全ての生の為に川上ダムを止めよ ＝ダム予定地から前

深瀬川上流を探索して＝』が寄せられました。別紙717-1

をご参照下さい。 

716 宇治・世界遺産を守
る会 薮田秀雄氏 

06/10/6 「宇治川改修に関する審議について」が寄せられました。

別紙716-1をご参照下さい。 

715 宇治・世界遺産を守
る会 薮田秀雄氏 

06/10/6 「宇治川改修についての質問書（国土交通省近畿整備局

宛）」が寄せられました。別紙715-1をご参照下さい。 

714 細川ゆう子氏 06/09/19 「流域委員会定年制は「もったいない」」が寄せられました。

別紙714-1をご参照下さい。 

713 佐川克弘氏 06/08/1 「水需給バランスについて①2/4に対する疑問」が寄せられ

ました。別紙713-1をご参照下さい。 

712 山岡久和氏 06/07/29 「天ヶ瀬ダム再開発並びに宇治川改修についての意見」が

寄せられました。別紙712-1をご参照下さい。 

711 自然愛・環境問題研
究所 総括研究員 

浅野隆彦氏 

06/07/19 『著作権法について』が寄せられました。別紙711-1をご参

照下さい。 

710 門馬三郎氏 06/07/08 河川整備計画の推進に関するご意見が寄せられました。別

紙710-1をご参照下さい。 

709 伊賀・水と緑の会 06/07/08 ご意見と「ほたるの生息地現況調査データマップ」が寄せ

られました。別紙709-1をご参照下さい。 

708 佐川克弘氏 06/07/08 「淀川下流における「利水安全度」に対する意見」が寄せ

られました。別紙708-1をご参照下さい。 

707 佐川克弘氏 06/07/07 「京都府の水需要の精査確認についての意見」が寄せられ

ました。別紙707-1をご参照下さい。 

706 宇治商工会議所会頭 
中川惠次氏 

社団法人宇治市観光

協会 会長 

山本哲治氏 

宇治川漁業協同組合 

代表理事組合長 

中村英一氏 

06/07/07 「宇治川の環境保全についての要望」が寄せられました。

別紙706-1をご参照下さい。 

699 
再掲 

自然愛・環境問題研

究所 総括研究員 

浅野隆彦氏 

06/05/12 「淀川水系流域委員会//考 その２」が寄せられました。別

紙699-1をご参照下さい。 

※庶務注 庶務によるワープロ化の際に入力ミスがあったため、再掲いたし

ます。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 
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                     ２００６年１０月５日 
淀川水系流域委員会 様 
                     宇治・世界遺産を守る会 
                     薮田秀雄 
 

    宇治川河川改修に関する審議について 
 
１、天ヶ瀬ダム再開発にともなう宇治川河川改修について、淀川水系流域委員

会は、「河川整備計画基礎案整備シートに係る平成１７年度事業の進捗点検

についての意見（淀川水系流域委員会）」の「シートＮＯ．治水６－１ ５．

３．１  事業名 琵琶湖沿岸の浸水被害の軽減（瀬田川・宇治川の掘削）」

の中で、「宇治川塔の島地区の掘削については、当初の掘削計画を大幅に縮

小しようとする努力は評価することが出来るが、流れを阻害する既設構造

物の撤去を行って、削減量のさらなる縮小をはかる必要がある。塔の河地

区河川整備に関する検討委員会を設けて河道掘削法などについて審議して

いることは評価するが、審議の経過報告が必要である。」また「天ヶ瀬ダム

再開発、宇治川河道掘削については、進捗状況の報告がないので意見を保

留する。」としています。 
 
２、宇治川塔の島地区の河川改修の最大の問題点は、世界遺産を生み出し、世

界遺産と一体となった景観と環境の破壊問題です。流下能力が９００～１

０００㎥／秒しかないところに天ヶ瀬ダム再開発を行って、宇治橋附近で

１５００㎥／秒を流そうという、琵琶湖後期放流計画が問題なのであって、

この計画の宇治川河道掘削に先行する関連工事によってすでに宇治川の景

観と環境がおおきく破壊され地元で大問題となっていることは数回にわた

り提出した意見書・報告資料でご承知のことと思います。 
 
３、河道掘削計画は、当初計画（昭和４６年）平均３．３ｍ掘削が、平成１３

年３月の「宇治川塔の島地区河川整備検討委員会」（淀川工事事務所設置、

２０００年１２月～０１年３月）で平均１．２ｍ掘削計画に変更され、さ

らに淀川水系流域委員会の意見を一部受けて２００４年８月、平均掘削０．

８ｍに変更されました。現在さらに変更した計画案が「塔の島地区河川整

備に関する検討委員会」（２００５年１０月、淀川工事事務所設置）に出さ

れています。 
私たちは、結論を優先させることで、平成１２年の検討委員会の失敗を

繰り返すのでなく、世界遺産と一体となった景観と環境を保全するために、
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あらゆる可能性を検討すること、地元住民・関係者・関係団体が納得出来

る計画とすることを要求しています。 
地元住民の意見の一端は、２００６年２月１２日、検討委員会主催の「市

民の意見を聴く会」も参考にしてください。 
 
４、「塔の島地区整備に関する検討委員会を設けて審議していることは評価す

る」ということですが、その審議経過が流域委員会へはまったく報告され

ていないのが問題であることを、この間、傍聴者発言や意見書で指摘して

きました。 
検討委員会は２００５年１０月１日に第１回委員会、１２月１４日に第

２回委員会、２００６年２月１２日、「市民の意見を聴く会」と第３回委員

会、３月２７日に第４回委員会が開催されています。 
   第２回委員会では①現在の０．８ｍ掘削計画、②塔の川締切堤撤去、塔

の河ｍ掘削、本川０．４ｍ掘削の計画、③ ②＋塔の島、橘島の上面１ｍ

掘削の３ケースが提示されています。 
流域委員会は、「流れを阻害する既設構造物の撤去を行って削減量のさら

なる縮小をはかる必要がある。」との意見ですが、検討委員会への提示案は

「導水管の撤去、亀石周辺の遊歩道の撤去」については全く不十分で委員

会の意見の沿ったものとなっていません。私たちは全面撤去を求めていま

す。 
先ず破壊された景観・環境の修復が先決です。そして検討委員会に提示

されている案は、景観や環境への影響が大きくて、検討は慎重を要し、時

間を要します。検討委員会の審議の中で、塔の島地区のバイパストンネル

案も検討することとなっているのは評価できます。 
最近、魚類の急減など生態系環境に対する疑問と意見が地元関係団体（商

工会議所ほか）から建設省への意見書として出されています。 
いずれにしても検討委員会の審議の経過をすみやかに報告させることが、

流域委員会が天ヶ瀬ダム再開発、宇治川河川改修計画を審議するために必

要です。 
 

５、さてその「塔の島地区整備に関する検討委員会」は、本年３月２７日の第

４回委員会以後開催されていません。半年以上検討委員会が開催されない

ということは審議のあり方として疑問に思います。 
   私たちは、形式的な審議を廃し、根拠を明らかにして、あらゆる可能性

をふくめ、慎重に検討・審議すべきという考えであって、審議をせかせる

ものではありません。しかし半年間も検討委員会が開催されないことは理
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解できません。委員会の審議のあり方として問題なのではないでしょうか。

もしちがうところで実質審議しているということであれば、それは検討委

員会の出発時の「審議の公開」に反する信義違反となるのではないでしょ

うか。 
 
６、流域委員会で宇治川河川改修について審議いただく場合は、繰り返し現場

をよく見て、地元意見を聞き、地元住民が何を求めているのか理解した上

で、実質的な審議を行っていただくことを要請します。 
                             以上 
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                       ２００６年１０月５日 
淀川水系流域委員会 様 
                       宇治・世界遺産を守る会 
                       薮田 秀雄 
 
 下記の質問書を国土交通省へ提出しました。流域委員会におかれましてもご

検証ください。 
               記   
                       ２００６年１０月５日 
国土交通省近畿地方整備局 様 
                       宇治・世界遺産を守る会  
                       薮田 秀雄 
 
         宇治川河川改修についての質問書 
 
１、淀川水系流域委員会は、「淀川水系５ダムについての調査結果についての意

見書」（平成１７年１２月２２日 淀川水系流域委員会）の「４－３－１ 天

ヶ瀬ダムの放流量の増大（1）放流能力の増大量」の２行目で「河川管理者
が０５年７月の『調査検討』で示している天ヶ瀬ダムの洪水期制限水位での

１５００㎥／秒への放流能力の増大は、７１年１２月に策定された淀川水系

工事実施基本計画に示されたものを踏襲したもので、明確な論理的根拠をも

っているとはいえない。」と書かれています。 
これは「天ヶ瀬ダムの洪水期制限水位での１５００㎥／秒への放流能力の

増大」は「明確な論理的根拠をもっているとはいえない。」。 
「７１年１２月に策定された淀川水系工事実施基本計画に示されたもの」

は「明確な論理的根拠をもっているとはいえない。」ということになります。 
これは非常に重要な指摘だと考えます。この指摘に対して河川管理者とし

て淀川水系流域委員会においていまだ見解表明されていません。 
いかなる見解をもたれているのかご回答ください。 
 

２、河川管理者は、大戸川ダムは「当面実施しない」と結論されました。 
１９７１年の「淀川水系工事実施基本計画」は、「宇治川流域で２日間に２ 

７２ｍｍの降雨（１／１５０）があった場合、大戸川ダムと天ヶ瀬ダムで流

量調節して天ヶ瀬ダムで１２００㎥／秒の放流、下流の合流流量を合わせて

宇治橋付近計画高水量１５００㎥／秒」と定めていると理解しています。 
宇治川洪水において、大戸川ダムを前提としていた上記治水計画は、大戸
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川ダムがない場合、どのような治水計画になるのでしょうか。具体的にご回

答ください。 
 
３、河川管理者は、鹿跳渓谷は景観を守るためにバイパス・トンネルを計画（約

１００億円）しています。塔の島地区ではバイパス・トンネルは今のところ

具体的になっていません。 
  鹿跳渓谷の景観と塔の島地区の景観とそれぞれの価値についてどの様に認

識されていますか、ご回答ください。 
４、資料に関しての質問 
①河川管理者は、「天ヶ瀬ダム再開発の調査検討（とりまとめ）」（淀川水系流域

委員会第４５回委員会審議資料１－６－１、第４２回委員会審議資料１－６－

３）において「宇治川の塔の島地区の改修規模は１，５００㎥／秒なので、琵

琶湖から放流できる最大量も１，５００㎥／秒になります。」（Ｐ１０の１４行

目）と書かれていますが、平成１７年７月１日に河川管理者は「大戸川ダムは

当面実施せず」という方針を出したのですから、大戸川ダムはないのであって、

大戸川の流量３００㎥／秒を考慮すれば、瀬田川洗堰の最大放流量は１，２０

０㎥／秒以下となる。大戸川の流量がゼロでない限り、瀬田川洗堰の最大流量

は１，５００㎥／秒にはならないと考えますがいかがですか。 
また記述が誤まっているのではないかと２００５年８月２２日の「住民と流

域委員会の意見交流会」、その後の８月２４日の流域委員会においても指摘し、

河川管理者も認めながら資料を訂正されていない。これは真摯な態度とはいえ

ないと考えますがいかがですか。 
あわせてご回答ください。 

 

②「天ヶ瀬ダム再開発について～放流能力の増大方策～」（淀川水系流域委員会

第３１回審議資料１－５、第３２回委員会審議資料１－５）で「琵琶湖後期放

流時に１５００㎥／秒を放流するためには」（Ｐ６、１行目）と書かれています

が、琵琶湖後期放流時に天ヶ瀬ダムで１５００㎥／秒放流するのですか。 
天ヶ瀬ダムは１５００㎥／秒の放流能力を持っても、１５００㎥／秒放流す

ることはできません。７１年１２月に策定された「淀川水系工事実施基本計画」

の「宇治橋付近計画高水量１，５００㎥／秒」をこえて放流してよいのですか。 
天ヶ瀬ダムから宇治橋の間に志津川、白川が宇治川に合流しており、また関

西電力宇治発電所の６０㎥／秒が合流しているのでこれらを考慮すれば、宇治

橋付近計画高水量１，５００㎥／秒を変えない限り、天ヶ瀬ダムで１５００㎥

／秒放流はできないと考えますがいかがでしょうか。 
また、関西電力天ヶ瀬発電所の水量は、天ヶ瀬ダムの放流量に入るのですか、
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入らないのですか。合わせてご回答ください。 
  
                           以上 
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流域委員会定年制は「もったいない」 

平成 18 年９月 18 日 

細川 ゆう子 

 

 淀川水系流域委員会が始まって、６年が経過しようとしている。優れた先生方、誠実

に仕事をされる河川管理者、庶務の方、熱心な傍聴者の方、多くの出会いに恵まれた。

さまざまな経験が昨日のように鮮明に思い出される。充実した日々を送らせていただい

た。ただ、第二期委員会の行方には危機感を覚える。 

 ｢いつまでも第一期のことを言うべきではない｣と言われるかもしれない。だが、あえ

て言わせてほしい。第一期委員会が始まったとき、各委員の挨拶を聞いて感じたのは、

専門家の先生方の｢新たな川づくり｣にかける期待の大きさだった。年配の先生ほど、大

きな夢を語られる姿に感動した。私は猪名川部会のみの委員だったので、その後一年半

ほどは、ほかの先生方にお会いできる機会は少なかったが、米山先生には大変感謝して

いる。｢猪名川を都市河川のモデルにしよう｣と私たちを率いてくださった。 

 各部会で、まず現地視察をしようということになったとき、米山先生は｢ぜひ、猪名

川の源流を訪ねたい｣とおっしゃった。しかし、二回の現地視察のコースに組み込むこ

とはできなかった。先生は、同じ大学の先生に頼んで車を調達し、有志で自主的に行く

手はずをつけてくださった。猪名川の源流が流れ出す小さな山は、頂上にプラネタリウ

ムがあり、キャンプ場があり、携帯電話のアンテナの工事中だった。山を降りるとすぐ、

道路の整備された町が始まっていた。｢猪名川は、源流から人の気配のする、完全な都

市河川なのだ｣と衝撃を受けた。｢さすがに源流の水はおいしい｣と一緒に飲んだり、キ

ャンプ場でお弁当を広げたり、猪名川の渓流が見える店でコーヒーを飲んだり、とても

楽しかった。そして、そのときの経験が、猪名川を考える上で大変参考になった。何度

か先生と一緒に猪名川の現地視察に行ったが、余野川ダムのダムサイトを見渡す場所に

行くための階段が大変な急勾配で、行くたびに先生の足元がおぼつかなくなるのが心配

だった。特に、4年目のダムワーキングの現地視察のときは、おつらそうだった。 

 米山先生のお名前だけを挙げさせてもらったが、第一期流域委員会では、現役を離れ

た先生方の活躍が目覚しかった。ご自分の専門外のことにも好奇心旺盛で、熱心に河川

管理者や他の委員に質問する。勉強されて、どんどん発言をされる。時給の出ないワー

キングでも、現地視察でも、所属外の部会でも、どんどん出席される。本当に、命を削

られるのではないかと心配なぐらいだった。(実際、４年の間に体調を崩された先生は

少なくない。流域委員会が無関係とは思えない)委員会の仕事がどんなにハードなとき
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でも、先生方に比べれば、自分の年齢でとても泣き言は言えないとがんばれた。 

 淀川水系流域委員会の提言、意見書には、何十年もの間、これまでの河川整備に納得

していない多くの先生方の｢新たな川づくり｣をめざす夢がいっぱい詰まっている。淀川

水系の新しい河川整備計画に琵琶湖、淀川の未来を託すために、命を削るほどの思いが

こもっている。いや、先生方だけではない。流域委員会に関わったすべての人の夢がか

かっている。それを、どう継続し発展させるのか。第二期委員会にお任せするしかない。 

 これまで、傍聴席からずいぶん勝手なことを言わせてもらった。それも、第二期委員

会に期待するからこそとお許しいただきたい。流域委員会に新しい頭脳が加わり、さら

に発展した議論をしてもらえることはいいことだと思っている。しかし、それは第一期

の委員の協力に加えてこそではないだろうか。けれども現実には、第二期が始まって以

来、第一期委員のほとんどが傍聴にも来てくれない。古い気質の先生方は「第二期の委

員に代わったからには、すべてを任せ口を挟むべきではない」と思っておられるのだろ

う。ある先生は｢仕事ではないのに、本職を休んで傍聴には行けない｣とおっしゃってい

た。また最近ある先生から「委員会の定年制により出席を禁じられて以後、無資格者の

レッテルを貼られた以上、出席すべきでないと心に決めております。」との悲しいメッ

セージをいただいた。４年間命を削って働いた委員が、多かれ少なかれこのように思っ

ておられる。それを、河川管理者はどう考えているのか。 

 委員会運営の予算がどんどん厳しくなるから、委員を一気に削減した。けれども、時

給を下げてそれでもやってくれるなら、人数を絞らず続ける道もあったのではないか。

４年間流域委員会の基礎を築いた委員のその後の処遇についても、検討しておいてもら

いたかった。私のような一般の住民と違い、先生方にはそれなりのお立場がある。今後

も流域委員会に対して協力していただけるような受け皿の用意をしなければ、それこそ

｢もったいない｣。近畿の最高の頭脳は、７０歳を過ぎても十分貴重な働きをしてくれる

はずだ。年齢が若ければ、頭も柔軟でよく働くとは限らない。少なくとも第一期流域委

員会で定年制により去られた先生方は、大学現役の先生方が出席することも困難で苦し

むのに比べ、はるかに意欲的に参加し、柔軟に理解し、新たな川づくりの理想を語って

くれた。それを、心ならずではあろうが、発言を封じるような実態は、琵琶湖、淀川の

未来のために大きな損失だ。次は第二期の委員の任期が切れる。今度こそ、淀川水系流

域委員会が、継続するほどに多くの人が夢を膨らませられるような、輪がさらに広がり、

多くの知恵が結集されるような、運営のあり方を検討してほしい。 
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淀川水系流域委員会様 
宇治市莵道 山岡久和 

 
 

天ヶ瀬ダム再開発並びに宇治川改修についての意見 
 

天ヶ瀬ダム再開発事業について 
 

 結局、天ヶ瀬ダム再開発は、琵琶湖の浸水被害の軽減以外に説得力のある説明は見当たりませ

ん。 
 
 付随的効果としては、確かに淀川、宇治川の洪水調節の効果はあります。しかし、京都府の新

規利水の確保は、すでに暫定水利権の活用からしてあまり意味がなく疑問です。 
 
 これらを目的にして世界に類のない既設ダム本体に新しく穴を開けて１，５００トンを流す計

画（案）については、私は、ダム本体のみならず、エプロン等の改良も含めて沢山の問題がある

のではないかと思います。 
 
 たとえ、ダムの中間部分から１，５００トンが技術的に流すことが可能であると言う結論に至

っても、既設のダムを運転しながら、既設のダム本体に穴を空け長期間にわたって工事をするこ

とがどれほど危険な工事であるのか説明していただきたい。洗堰の全閉ルールが守られたとして

も、いつ既往最大以上の降雨があるかもしれない最近の気象状況の中で、はたして、ダム下流に

住む市民の安全を絶対に確保し、工事することが可能であるのか疑問です。 
 
 更に、昭和３９年完成から現在、ダム湖上流部に貯まった土砂等は、当初計画どおりらしいが、

すでに６０数パーセントと聞いておりますが、これが、１，５００トン放流になれば、瀬田川の

流量を増やすことにより、琵琶湖南湖に貯まっているヘドロや悪水等とともに瀬田川を流下して

天ヶ瀬ダム湖に流れ込みます。さらに、ダム湖の流速・流量が増加し、動的平衡状態がくずれ、

ダム湖上流部に貯まってある多くの土砂やヘドロ等がダム湖に流れ込み、より天ヶ瀬ダムに近づ

くことになるのではありませんか。ましてや、大戸川ダムの建設を中止した現状、大戸川からの

土砂等の流出や今でもダム湖の上流部には、沢山の土砂とヘドロ等が貯まっているので結果とし

て、ダムの寿命を縮めることになり、天ヶ瀬ダムも遠くない将来に巨大な廃棄物といわれてしま

うのではないでしょうか。 
 
 これを回避するためにダム湖に貯まった土砂とヘドロを、排砂口を設けて下流に流すことにな

りますが、土砂だけが流れればよいのですが、ヘドロ等の不純物を流せば下流域の宇治川、淀川、

大阪湾の環境を悪化させることになります。だからと言って水を汚さずに土砂とヘドロの分別を
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しょうとすれば、高額な費用と時間が必要になります。多くの犠牲の上に作られた天ヶ瀬ダムを

出来るだけ長く利用することが、費用対効果の視点からも大切なことでありませんか。 
 
 普通は、ダムの能力のアップによる土砂の移動に伴う堆砂対策であります排砂口の検討が、誰

が見ても問題を回避するためとしか思えない排砂施設と天ヶ瀬ダム再開発事業を切り離して、単

独の排砂施設として検討されるらしいですが、土砂移動の連続性を確保するからには、必ず「環

境の保全」に十分な検討をされることと、将来に禍根を残さないような方法で実現されることを

お願いします。 
 
 
 
 もう一つは、天ヶ瀬ダムの現状についてこのたび志津川区において、はじめて現状のダムが出

している「低周波音・振動」について調査を始められることになりましたが、現状の天ヶ瀬ダム

で起こっている「低周波空気振動」をご存知ですか。昭和４４年当時、天ヶ瀬ダムより５７０ト

ン～７６０トンが放流されていたと新聞報道されていますが、近接する靖国寺では屋根瓦が落ち、

本堂の位牌が一人で散歩するほどの振動があったようですが、当時の建設省は、「空気振動で心配

するに至らない」と取り合ってもくれなかったと掲載されています。しかし、今回の放流でも「低

周波空気振動」は生じております。（余談ですが、昭和４４年７月１１日には９００トン放流を行

い、更に９５０トン放流をしたい旨を電話で宇治市長に通知して、拒否されたことが報じられて

います。） 
 
 昭和４４年に靖国寺に起こった「低周波空気振動」の問題は、一部、保障工事をしたからとし

ても、今日に至っても解決されていません。 
 
 
 
 また、ダムがあることによって、魚類等の生態系が分断されている実態については、基礎案環

境―３－１１で述べられていますように、「天ヶ瀬ダム魚類等遡上・降下影響評価検討委員会」で

平成１７年度も検討されてはいますが、宇治川の釣り人たちはあきらかに魚類の減少を実感して

いますが、現在までのところ何一つ改善ざれていないのではありませんか。また、降下ルートの

一つとしてダムのコンジットゲートから魚類が落ちても「何割かの生存が確認されていた。」と言

われていますが今回、天ヶ瀬ダムの８００トン前後の放流は、エプロンの中は勿論、白紅橋下流

まで渦巻いて真白にあわ立っていました。はたして生存があるのか疑問です。検討委員会の結論

がより良いものでありますように期待します。（余談・ 白川浜に施工されましたフトン籠の現状

は、目視ではありますが、ごみが引っかかり四角いので違和感があり大変見苦しいものでありま

す。その上、漁礁にもならず、ナカセコカワニナも付着生息しているようには見えません。河床

の安定のためならほかの方法を検討されてはいかがですか。） 
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 また、宇治川の水質は、天ヶ瀬ダムによる貯留による水質の悪化が問題でありますが、水源地

であります琵琶湖の水質の悪化がもっと問題であります。さらに琵琶湖に流入する河川からの流

入水の悪化が問題であります。この流入水を琵琶湖周辺に住んで居られる方々の努力だけに任せ

てきた社会の仕組みを改めなければならないと思います。 
 
琵琶湖南湖周辺の開発に伴う南湖の水質の悪化は、天ヶ瀬ダム湖で更に濃縮して宇治川を流れて

いきます。 
 
 琵琶湖に比べて水量の少ない宇治川は、琵琶湖南湖の水が濃縮されて、琵琶湖より激しく環境

の悪化の影響を受けているのではないでしょうか。ぜひ、調査していただきたい。 
 
私たちは、治水、利水、環境はひとつのものとして捉え、流域は運命共同体であることを自覚し

て、琵琶湖から渡された水を、宇治川周辺に住むものは、宇治川の水を利用し、治めて、出来る

だけ汚さないようにして下流域に住んでおられる淀川の人々や、人間以外の全ての生態系に渡さ

なければならないと思っています。 
 
 
 
 琵琶湖総合開発事業を２５年の歳月と、１兆９千億円かけて貴重な天然湖沼の琵琶湖をダム化

して完成されました結果、短期的には琵琶湖周辺に多大な恩恵をあたえました。 
 
 その上、更なる琵琶湖周辺の浸水被害の軽減のために、下流域には、「主たる目的が琵琶湖の浸

水被害の軽減のための１，５００㌧放流」に伴う天ヶ瀬ダム再開発事業、さらに、塔の島地区の

河川改修事業が計画され、その結果、今までに行われました河川改修工事で、塔の島地域の景観

破壊が著しく起きています。 
 
 この歴史的景観の保全は、宇治市民だけの問題でなく流域みんなの課題というべきものでもあ

ります。 
 
 景観を破壊しなければ１，５００㌧の水量を安全に流すことができない場所があるにもかかわ

らず、「費用対効果」だけのために既設のダム本体に穴を空ける計画案を検討し、何が何でも塔の

島地区の河床掘削等で切り抜けようとされていますが、あまりにも、「費用対効果」が優先されす

ぎていませんか。 
 
 このような場所は、多少の費用がかかっても出来るだけ多くの一般住民等の意見を集めて、あ

らゆる角度から検討を重ね、住民に説明し理解を求める努力が必要です。 
 
その上で、最低でも将来にわたって「環境の保全」と「水害」に対しての安全が保障されなけれ
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ば意味がありません。 
 
 ちなみに、今回の放流で塔の島地区に９００トンが流されていますが、流域委員会の委員の皆

さんは、一度でも自分の目で見ていただきましたか。この流れを見てどう感じられましたかお伺

いしたい。 
 
 もう一点、環境に関する問題を検討されるときには、大方は河川管理者が選んだ専門家といわ

れる方々を中心とした「００００会」の意見だけで、ほとんど住民の意見を反映できるシステム

がありません。これでは、いくら良い意見がだされても将来的に河川環境の共有も継承もされま

せん。流域委員会は、住民参加部会等を設けて、一般住民の意見を聞いて反映されているように

言われていますが、形だけの住民意見の尊重システムであり、これでは素人である住民の意見を

羅列しているだけで、いかにして反映されているのか実感できません。 
 
 流域委員会関係のどこの会議も傍聴者のほとんどが国土交通省の職員等で占められている今の

やり方に甘んじておられる委員会では、残念ながら今後も期待できません。 
 
 もう少し時間をかけて集まりやすい場所、日時、テーマ等で、説明も出来る限り分かりやすい

表現で、参加者には自由に発言できる住民主体の会議もあっても良いのではありませんか。一般

住民の方々は、あなた方よりは河川の現状を理論的に理解されてはいませんが、経験として一番

良く知っておられます。その地元の方々の意見が反映できない会議は、私は不十分であると思い

ます。 
 
 環境は一部の専門家といわれる方々だけのものではありません。みんなのものであります。ぜ

ひ、出来るだけ多くの一般住民の意見が反映出来るシステムを立ち上げていただきたい。一旦失

われた自然景観を元に戻すには、破壊するよりはるかに多くの時間と費用がかかります。 
 
 
 
 次に、天ヶ瀬ダムの１，５００㌧放流は、琵琶湖の浸水被害の軽減のため、瀬田川を流れ、宇

治川の環境を守りつつ、安全に淀川から大阪湾に注がなければなりません。そのためには、宇治

川の堤防の安全性は絶対に不可欠であります。 
 
 国土交通省の従来からの「土提原則」については、今までの価値観で総合的に判断すれば、私

は妥当性があると思いますが、しかし、今日では宇治川周辺の市街化は IT 産業をはじめ目を見
張るものがあります。万が一にも左岸堤防が決壊するようなことがあれば、宇治市は壊滅的打撃

を受けるといっても過言ではありません。また、最近の気象状況を思うと、宇治川でも、いつ起

こってもおかしくありません。 
 
 流域委員会が言われる「越水しても破堤しない堤防、洗掘されても破堤しない堤防、浸透して
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も破堤しない堤防、更にはこれらの現象が複合的に発生しても破堤しない堤防」で、かつ、「環境

の保全」がされるなら、そんな魔法のような堤防が考えられるなら、その実現のために、流域委

員会が主張される「第二次淀川堤防強化検討委員会」を、ぜひとも立ち上げていただきたいし、

更なる流域委員会の奮闘を心から応援するものであります。 
 
 また、緊急堤防補強区間における詳細点検の結果、宇治地域については、左岸堤防の浸透対策

が４箇所だけが当面の問題にされていますが、調査結果すべてのデーターを公表していただきた

し、同時に、長期にわたる琵琶湖の後期放流に対して本当に安全であるのか、納得させていただ

きたいと願うものです。 
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「もったいない」「ダムは作らない」を選挙マニフェストとして 
前委員の 嘉田 由紀子氏が滋賀県知事に当選された。 
大変なご快挙であり、心よりお祝いを申します。 
この県民の意向を斟酌し近畿地方整備局・淀川水系流域委員会 
共に河川整備計画を推進して頂きたい。 
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『淀川水系流域委員会／／考』＝その２＝ 
2006.5.2 

自然愛・環境問題研究所 
総括研究員 浅野 隆彦 

第 2部「委員会運営のあり方」 
 
Ａ．はじめに 
 
ここに書こうとする内容は、意見書№．695に著した『淀川水系流域委員会／／考』第 1

部「生みの親たち」に継ぐ論考であり、元々構想の骨格があったのであるが、第 48回委員
会以降、新執行部誕生を契機として「2 月以降の委員会運営の課題について」（060118№．
48「意見交換資料１」）に対し、検討議論が行われると共に、一般傍聴者に対しても「今後
の委員会運営に対する」意見聴取が行われ、続く第 49回委員会での「一般傍聴者からの意
見聴取の方法について」として委員会審議及び一般傍聴者からの「意見聴取」があったの

みならず、第 50回委員会では「一般からの意見提出および傍聴者からの意見聴取に関する
提案」（060424「意見交換資料１」）が出されるに及んだ為、この最近の事態への考察を中
心としてまとめたいと思う。 
 
Ｂ．成功の為の３つの要素 
 
１．委員そのものの努力 
２．国民の理解と協力 
３．河川管理者の積極的、全面的協力 
 
淀川水系流域委員会（第１次委員会）が曲がりなりにも「淀川モデル」として高い評価

を受けるに至った経緯を後振りして観る時、以上の３要素は完璧とはとても言えないにし

ろ、そろっていた事が見てとれる。 
特に、「３．河川管理者の積極的、全面的協力」は並々ならぬものであった事は、上記意

見書№695 に示したとおりである。しかし、2004 春から近畿地整内に変化が生まれた。反
動である。これは「ダム建設に依存しようとする立場」の台頭と言えよう。おりしも「住

民対話集会」真の盛りで、これを利用した画策が蠢動した。「住民意見の反映」と言わんば

かりに、第１回アンケート結果が何度も繰返し報告され、それが「ダム建設促進派の大量

動員によるものである」事は伏せられていた。「木津上」では住民の最終意見は各々個々の

「提案」として提出されたが、十把一からげにホームページ上で切り捨てて、個々への具

体的な回答になっていない。住民全体は他の意味でも、全く「利用されただけ」であった。

そして「水需要の精査・確認を遅らせる」「対象洪水の従来説明を一転、バーチャル洪水で
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の浸水被害シュミレーション連発説明」など委員会審議は振り回されたのである。 
 今もこの流れは続いていて、「岩倉峡の流下能力」にからむマニングの粗度係数を「検討

委員会」の結論に大きく反して、ｎ＝0.045 を採用すると表明しているが、これの理由も、
言い訳もなく、頑固に硬直している理由は「川上ダム建設の治水必要論」が崩壊するのを

恐れているのであって、更に意見書№689の最後に推察したような次第であろう。＜資料１
－１‘＞ 
 更に更に、「委員会予算」を減らして来ている。これらの流れをどう委員の皆さんは考え

ているのか。感じているのか？ 
 以上のように、河川管理者側の態度が変わってきている事実を、厳しく冷静にみなけれ

ばならない。 
 
「２．国民の理解と協力」はどうであったか。 
まず「環境世論」は広がっており、「流域委員会」の役割を知った人達、その後「提言」

（030117版）を知ることになった人々は大部分が共鳴した。今では「川上ダム建設促進期
成同盟」の人々でも『環境を損なわない方法でダムを建設するべきだ』と述べるようにな

った。２年前では『環境環境というが、人間の生命とどっちが大事やねん！』とゴネル人

も多く、テコズッタ事もあった。勿論その場で論理的に説明しても、言辞的実感が湧かな

い上に「思い込みが強い」と、「人間も環境の一部である」認識が、「トンデモナイ宗教教

理」のように思えるのか、「虫や魚と一緒にするな！あんたも人間やろがな！」と一喝され

た。 
 最近はさすがにそのような人と出会っていない。これが即、「淀川水系流域委員会」の活

動の影響とは言えないが、これ迄色々の形で発信してきた情報は時間が経過するにつれ、

浸透していっているのではないか、積み重なってきているのではないかと思われるのであ

る。 
 委員会が積極的に「意見聴取を求め」、又積極的に「委員会情報」を発信し続ける事が、

流域住民をはじめ国民の関心を高め、その理解と協力を喚起する事になるのである。 
 
「１．委員そのものの努力」は言う迄もなく、主体性の問題である。 
最近（2005年中）の審議を見ていて、どうも個々の委員達が審議や意見書起草に充実し
て関わっていないのではないかと思っている。 
特に何かの課題があれば、積極的に情報収集に当たらなければならない。自らも現地へ足

を運んだり、文献を漁ったり、嫌がられても河川管理者情報（公文書など）、各行政機関情

報を開示するよう要求しなければならない。又、それらの分析を通じて成立する意見を「参

考資料１」に委員意見としてどんどん発表していくべきである。審議を充実させる為に、

もっともっと「参考資料１」を活用すべきであると提案したい。 
 これから新たな調査が必要であれば、遠慮せず積極的に河川管理者に要求すべきである。
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これらは「立派な」河川整備計画策定の為、必要な経費であり、「委員会予算」とは別とし

「河川調査費」から回すべきものである。 
 委員会および委員からの情報開示請求の努力不足は、例えば、「水資源機構管掌の川上ダ

ム環境３委員会議事録」及び「川上ダム基本高水決定検討書」など私が請求しているのみ

である。その他、昨年７月の段階で委員諸氏より数多くの質問が河川管理者に対し出され

ているが、回答で終結したものは少数で、まだ多くの未回答事案がある。 
 いつまでも「宙ぶらりん」で忘れてもらっては困る。特に今本委員からの「岩倉峡部分

開削で、下流の水位がどれだけ上昇するか。その事で島ヶ原などで破堤や越流の危険を具

体的に示して貰いたい。〔要略〕」など今後の審議を考える時、重要な質問に今もって答え

がない。督促の必要があろう。 
 委員会出席率が悪い数名の委員の内、３名が辞職された事になるが、これは選任前に適

格かどうかの判断が、慎重ではなかった事を示している。居住及び勤務地が遠過ぎ、委員

会出席は初めから無理と思われていた人、現在、大学などの勤務や研究活動などがあり多

忙である人達に、十二分に念押しをするべきであったろう。と同時に言いたいのは本人そ

のものの努力も欠けていたのではなかろうか、という事である。 
 委員たちから今も「言い訳」が聞こえてくる。気の毒なとも思うが、「偉大な事業」を決

定する為の立場の皆さんである事の自覚と流域住民の期待を担っているとの思いをもって、

積極的に参加されん事を希むものです。 
 
Ｃ．「一般からの意見提出および傍聴者発言の規制提案」 
 
第５０回委員会に出された提案の正式名称は＜資料─２＞を参照願いたい。そしてとり

あえず、その提案の細かい規程である部分を＜資料─３＞以降＜資料─５＞迄確認された

い。 
この提案に対し、意見交換を求められたので、私は次のように殆んど全面的反対の意見

を述べている。 
『この提案の根本的理由は一体何なのか。「意見書枚数制限」など、「実質的な一般住民、

傍聴者意見の制限」となるこのような提案が、どのような根拠で必要とされるのか。「一部

の意見提出と傍聴発言が委員会の健全な運営にしばしば支障をもたらしている」とする具

体例、事例を全て挙げて貰いたい。〔要旨〕』 
『こういった「言論抑制策」の前に、委員会は「一般流域住民の意見・考えをどう求め、

どう反映していくか」の重大課題を、もっともっと積極的に追求していくべきではないの

か。〔要旨〕』 
『「無駄を排したい」と言うなら、例えば、審議資料などの配布資料にしても、何度も何

度も同一人に手渡してきたが、「傍聴確認ハガキ」に「・・・・会（2006.02.18）にて審議
資料 2-1を手渡し済み。今回はご持参乞う。」などど、庶務的な工夫をもって、殆んど完全
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な改善ができる。こういった知恵を絞らないで、何と愚かな提案か。〔要約〕』 
ここに於いて詳しく解説し、この危険な「提案」の本音を探ろうと思う。 
 
「一部の意見提出と傍聴発言が委員会の健全な運営にしばしば支障が生じていること」「一

部の方の発言が委員会運営に支障をきたしたこと（たとえば①審議内容と無関係の発言、

②発言者の固定、③発言時間が長すぎる、など） 
 上記のような理由で、ルールを設け、従って貰いたいと言う訳である。 
 さて、委員会の健全な運営にしばしば支障が生じているのか。私は、『具体例、事例をず

うっと挙げてください』と求めている。 
 しかるに、今本委員長が答えたのは『例えば端的に言いまして、浅野さんからこれまで

いろいろといただきました資料は随分重複がありました。（中略）例えば岩倉峡での水位と

流量のデータ、これはいついつのを参照してくださいという形にしていただければ、それ

を見ればいいわけですので、そういう面はあったと思っています。』 
 三田村副委員長からは何も返答は出ない。 
この事は、この提案が非常に「低次元」のものである事を物語っている。又、私の意見書

の資料は随分と重複しているのかと調べてみたが、同一意見では見当たらず、考えてみれ

ば各々の意見書にその必要な資料を添えて示さなければ、読む側がそれを探さねばならず、

なければ理解が出きない事態も起こりうる。委員長の言う通りにするとかえって不透明意

見になりかねない訳である。 
 実のところ、本音は「金盛委員の発言を巡っての酒井さんの傍聴者発言」にあるのでは

ないかと推察する。 
 これは計らずも、第５０回委員会参考資料１意見書№693にて佐川さんが「流域委員会の
今後の運営についてのお願い」に「３）金盛委員の少数意見について」として述べられて

いるように問題となったのであり、その後の傍聴者発言で酒井さんが「怒気鋭く」それを

指摘された。それで金盛委員はプライドを傷つけられたと感じられ、立腹した発言をされ

た。これが引き摺っているのである。この件では、私は佐川さんのように指摘するよう心

懸けねばならないと思う。委員会は具体的に酒井さんに説明し、「怒気など示さず、個人攻

撃的にならないよう気をつけて下さい。」と委員長が話せば済むことで、全体の意見発表を

狭い箱に閉じ込めるような規制案を考えるべきではないのである。＜資料-9,10＞ 
 意見書枚数へのこだわりで、環境問題としての意見や一般意見書全体の枚数を数え、金

額をはじいての委員意見も出ていたが、環境問題を言えば、全て委員会の出版物、封筒な

どなど、審議資料も「紙は再生紙にしよう」との提案の方が次元が高いのではないか。経

済を言うのであれば、「無駄をなくす方向」として、本委員会、部会を通じ同一人に２部３

部と審議資料が重複して配布されるのを防止するシステムと、河川管理職員が必要以上に

参集しているのを整理抑制しよう。これは河川コンサルタントや関連会社社員達にもお願

いしよう。 
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 検討会、学習会などはメーリングリストで電子メール意見交換で済ませられるよう工夫

しよう。会場費用、交通費、人件費を節約するのだ。このように、もっともっと大きい金

額について検討されるようお願いする。 
 
〔注〕： ここでは緊急を要する《一般意見等の規制》案に対応する為、「テーマ」につい

て全面的に論考することができず、又、委員会提案の細部に対する具体的検証に

迄、踏み込む事が出来なかった。 
     そこに示された細々とした規制対象を概括して述べれば、「表現の自由を抑制す

る」実質的な負担を一般住民に強いるものであり、非常に危険な規制である。そ

れらは意見の根拠を明瞭に判読して貰う為に必要欠くべからずの、資料の色分け

であったり、大きさであったり、紙数であったり、様式であったり、手書き原稿

のワープロ整理（庶務への依頼）などの配慮であり、多くの読者の正確な読解を

助けている事を忘れてはならない。 
     いずれにしても本稿は緊急性をもって「とりあえず」まとめたものであるので、

今後に内容を広げ深め、改訂版を示すことになる。 
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